
回答書 

 

業務名：三田市緑の基本計画改定業務 

 

番号 質問項目 質問内容 回答 

1 

業務内容 

（1）現況調査 

提供される航空写真

データ 

緑被率を算定する際に、貴市

より提供される航空写真デー

タには、近赤外線（NIR）バン

ドは搭載されていますか。ま

た、撮影時期（春、夏、秋、

冬）はいつですか。 

 

貸与を予定する航空写真データには近

赤外線(NIR)バンドは搭載されていま

せん。 

撮影時期は冬(12 月)です。 

２ 

様式集 

参考様式 1・2 

技術提案書の様式は公表され

ており、それに従って作成し

ますが、技術提案書の枚数等

について制限はありますか。

「実施方針・実施フロー・工

程表」、「特定テーマに対す

る技術提案」はそれぞれ何枚

ぐらい記載することができま

すか。 

 

枚数等に制限は設けていませんが、

「実施方針・実施フロー・工程表」は

項目毎に A4 用紙 2枚若しくは A3 版 1

枚程度、「特定テーマに対する技術提

案」はテーマ毎に A4 用紙 4枚若しく

は A3 版 2 枚程度を目安とし、わかり

やすい資料構成を心掛けて下さい。 

ただし、枚数の「多い少ない」により

評価が変わることはありません。 

 

３ 

技術提案書の審査 

（プレゼンテーショ

ン） 

プレゼンテーションに使用す

るパワーポイント資料は、技

術提案書の内容を再整理した

ものを作成しても良いです

か。それとも技術提案書その

ものしか使用することはでき

ませんか。 

 

技術提案書の内容を再整理したもので

あれば問題ありません。 

（提案内容を改変するようなものは認

められません） 

４ 

現行計画について 「三田市緑の基本計画（現行

計画）」は、インターネット

上で閲覧可能でしょうか。ま

た、不可能であればどちらで

閲覧可能でしょうか。 

 

三田市の HP（本業務のプロポーザル

実施情報）に公開しております。 

５ 

業務内容 

（１）現況調査 

ウ 緑に係る現況調

査について 

緑被データについて、現行計

画策定時または直近の調査デ

ータ（GIS・航空写真等）を貸

与いただけると考えてよろし

いでしょうか。また、そのデ

ータの精度についてご教示頂

けないでしょうか。 

 

貸与資料については受注者と協議のう

え決定しますが、現行計画策定時の緑

被現況図や直近(R7 年)の航空写真等

を想定しています。 

６ 

業務内容 

（１）現況調査 

ウ 緑に係る現況調

査について 

既存データの活用により緑被

率を算出することとされてい

ますが、既存データの更新や

新規調査の実施の必要性につ

いてのお考えをご教示頂けな

いでしょうか。 

 

緑被率算出はデータ更新ではなく、現

行計画の達成度を検証し、計画改定に

係る課題整理を行うことを念頭にして

います。 



７ 

業務内容 

（１）現況調査 

ウ 緑に係る現況調

査について 

公園台帳のデジタルデータ

（GIS）の有無や項目（面積、

種別、施設、供用年、改修履

歴等）をご教示頂けないでし

ょうか。また、利用実態に関

するデータや維持管理に関す

るデータの提供の有無につい

てご教示頂けないでしょう

か。 

公園台帳には面積、種別、施設内訳、

告示日、改修履歴等が記載されていま

すが、デジタルデータはありません。

なお、公園施設長寿命化計画など維持

管理に係るデータ等については提供可

能です。 

８ 

業務内容 

（3）市民意識調査  

発送・返送手続きとして、発

送数が 2000 通と記載がある

が、この発送数にオンライン

アンケートを含む予定か。 

 

発送数にオンラインアンケートを含み

ます。 

９ 

業務内容 

（3）市民意識調査 

「オンラインアンケートの活

用についても積極的に検討」

とありますが、提案により実

施する場合、オンラインアン

ケートの実施費用は発注者の

負担でしょうか。 

 

受注者負担です。 

ただし、アンケート回収については、

発注者が用意する WEB 回答フォーム

（トラストバンク社のＬＯＧＯフォー

ム）の利用が可能です。（ＬＯＧＯフ

ォーム利用による受注者負担はありま

せん） 

 

10 

業務内容 

（7）緑の基本計画

検討委員会の運営支

援 

計画改定に関する懇話会とし

て設置する「三田市緑の基本

計画検討委員会」において、

「委員会への参画及び議事要

旨作成は対象外」とあるが、

「参画」とは何を指すか。具

体的に当日の委員会への参加

は必要無いという認識で間違

いないか。 

 

「参画」とは委員会への出席を指しま

す。なお、委員会への参加は業務対象

外です。 

11 

業務内容 

（7）緑の基本計画

検討委員会の運営支

援 

委員会意見の聞き取り反映に

ついて、より効果的な工程計

画の策定のため、想定する委

員の構成をご教示頂くことは

可能か。 

 

検討委員会は、市民、学識経験者、緑

に関係する市民団体および関係行政機

関職員で構成される 10 人以内の組織

とする予定です。 

12 

業務内容 

（7）緑の基本計画

検討委員会の運営支

援 

委員会の実施時期につきまし

て、現時点で想定されている

時期がありましたらご教示く

ださい。 

検討委員会の開催時期は未定ですが、

第 1回開催は 8月頃を見込んでいま

す。 

13 

参加申込の手続き 

（2）留意事項 

業務実績について、過去 10 年

間（平成 28 年度から令和 7年

度）に完了した業務で、本業

務と同種又は類似の業務を実

施した実績とするとあるが、

それぞれ得点に必要となる具

体の実績数（最低実績数）に

指定はあるか。また、実績件

数によっては加点対象となる

か。 

必要な業務履行実績数は 1件です。実

績件数による加点はありません。 



14 

技術提案書の作成方

法 

（1）提出書類 

技術提案書の作成方法につい

て、主に「②業務の実施方

針・実施フロー・工程表（参

考様式 1）」と「③特定テーマ

に対する技術提案（参考様式

2）」において、「別紙として

差し支えありません」という

注釈があるが、参考様式 1・2

の規格として用紙のサイズや

枚数に指定はあるか。 

 

枚数等に制限は設けていませんが、

「実施方針・実施フロー・工程表」は

項目毎に A4 用紙 2枚若しくは A3 版 1

枚程度、「特定テーマに対する技術提

案」はテーマ毎に A4 用紙 4枚若しく

は A3 版 2 枚程度を目安とし、わかり

やすい資料構成を心掛けて下さい。 

ただし、枚数の「多い少ない」により

評価が変わることはありません。 

15 

技術提案書の作成方

法 

（1）提出書類 

業務の実施方針、実施フロー

及び工程表で A4・1 枚以内と

いうことでよいでしょうか。 

枚数等に制限は設けていませんが、

「実施方針・実施フロー・工程表」は

項目毎に A4 用紙 2枚若しくは A3 版 1

枚程度を目安とし、わかりやすい資料

構成を心掛けて下さい。 

ただし、枚数の「多い少ない」により

評価が変わることはありません。 

 

16 

技術提案書の作成方

法 

（1）提出書類 

提出書類のうち、③特定テー

マに対する技術提案（参考様

式 2）は、1テーマにつき A4

判 1 枚、3テーマで計 3枚まで

の認識でよろしいでしょう

か。 

 

枚数等に制限は設けていませんが、

「特定テーマに対する技術提案」はテ

ーマ毎に A4 用紙 4枚若しくは A3 版 2

枚程度を目安とし、わかりやすい資料

構成を心掛けて下さい。 

ただし、枚数の「多い少ない」により

評価が変わることはありません。 

 

17 

技術提案書の作成方

法 

（1）提出書類 

1 つの特定テーマにつき、そ

れぞれで A4・1 枚以内という

ことでよいでしょうか。 

枚数等に制限は設けていませんが、

「特定テーマに対する技術提案」はテ

ーマ毎に A4 用紙 4枚若しくは A3 版 2

枚程度を目安とし、わかりやすい資料

構成を心掛けて下さい。 

ただし、枚数の「多い少ない」により

評価が変わることはありません。 

 

18 

技術提案書の作成方

法 

（1）提出書類 

実施要領「11 審査基準等

(1)」の一次審査評価項目に

「見積金額」(10 点)が含まれ

ていますが、見積書の提出タ

イミングは「9 技術提案書の

作成方法」において技術提案

書と同時(令和 8年 5月 28 日)

とされています。一方、一次

審査の結果通知は令和 8年 5

月 8日であり、一次審査時点

では見積書が未提出となりま

す。見積書の提出のタイミン

グについて、技術提案書提出

時で問題ないかご教示くださ

い。 

 

ご指摘のとおり、実施要領の記載に誤

りがありました。お詫びして訂正いた

します。 

見積書の提出時期は、技術提案書と同

時（令和 8年 5月 28 日）です。 

評価については、実施要領「11 審査

基準等 (1)技術提案書の提出者を選定

するための基準（一次審査）」の評価

項目から「見積書」を削除し、二次審

査の評価項目として扱います。 

 

 

 



19 

技術提案書の作成方

法 

（3）留意事項 

 

①文字サイズは 10 ポイント以

上とし、～」とありますが、

実施フローや工程表の文字

は、留意事項の対象外という

理解でよいでしょうか。 

 

実施フローや工程表の文字は、留意事

項の対象外ですが、読みやすい構成を

心掛けて下さい。 

20 

技術提案書の審査 

（プレゼンテーショ

ン） 

（5）その他 

 

「プレゼンテーションは、本

件業務を担当する者が説明を

行うものとする」とあること

から、予定技術者のうち担当

技術者が説明を行ってもよい

という理解でよいでしょう

か。 

予定技術者のうち担当技術者が説明を

行うことは問題ありません。 

21 

審査基準等 

（1）技術提案書の

提出者を選定するた

めの基準（一次審

査） 

「業務予定者の経験及び能

力」の「資格要件」に、技術

士が 5点、RCCM が 3 点とあり

ますが、これは管理技術者、

照査技術者、担当者の全てが

評価対象でしょうか。その場

合、担当者は何人まで評価さ

れるのでしょうか。 

 

「業務予定者の経験及び能力」の評価

対象とする技術者は、管理技術者で

す。 

22 

審査基準等 

（1）技術提案書の

提出者を選定するた

めの基準（一次審

査） 

「業務予定者の経験及び能

力」とありますが、ここでい

う業務予定者は、様式 3 に記

載の技術者全員ということで

しょうか。 

「業務予定者の経験及び能力」の評価

対象とする技術者は、管理技術者で

す。 

23 

審査基準等 

（1）技術提案書の

提出者を選定するた

めの基準（一次審

査） 

業務予定者の経験及び能力の

専門技術力として「専門的な

ノウハウや知識、豊富な実務

経験等を有する業務予定者で

あるか」とありますが、同種

または類似業務の実績がない

と評価されないということで

しょうか。 

同種または類似業務の実績がないと評

価しないということはありません。 

なお、「業務予定者の経験及び能力」

の「専門技術力」は、管理技術者の保

有資格、業務実績、経歴等を勘案して

評価します。 

24 

審査基準等 

（1）技術提案書の

提出者を選定するた

めの基準（一次審

査） 

業務予定者の経験及び能力の

専門技術力の評価点は、様式 3 

に記載の業務予定者の①平均

点、②最高得点者の得点のど

ちらで評価されるのでしょう

か。 

 

「業務予定者の経験及び能力」の「専

門技術力」は、管理技術者の保有資

格、業務実績、経歴等を勘案して評価

します。 

25 

審査基準等 

（1）技術提案書の

提出者を選定するた

めの基準（一次審

査） 

(1) 技術提案書の提出者を選

定するための基準（一次審

査）について、見積書（見積

金額）が対象になっておりま

す。二次審査の基準ではない

かと思いますが、いかがでし

ょうか。 

ご指摘のとおり、実施要領の記載に誤

りがありました。お詫びして訂正いた

します。 

見積書の提出時期は、技術提案書と同

時（令和 8年 5月 28 日）です。 

評価については、実施要領「11 審査

基準等 (1)技術提案書の提出者を選定

するための基準（一次審査）」の評価

項目から「見積書」を削除し、二次審

査の評価項目として扱います。 



26 

その他留意事項 （5）提出期限以降における～ 

プレゼンテーションにおい

て、提出する技術提案書とは

別に PPT を用意して発表する

ことは可能でしょうか。 

それとも、提出した技術提案

書のみ画面に表示できるとい

うことでしょうか。 

 

用意する PPT が技術提案書の内容を再

整理したものであれば問題ありませ

ん。 

（提案内容を改変するようなものは認

められません） 

 


